
（
34
）
寛
永
八
年
五
月
の
御
木
具
板
送
り
状
な
ど
（
前
掲
『
金
子
文
書
』）。

（
35
）『
加
賀
藩
史
料
』
二
。

（
36
）
藤
井
譲
治
『
徳
川
家
光
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）、
山
本
博
文
『
寛
永
時
代
』(

吉

川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
ほ
か
。

（
37
）「
戸
室
山
初
年
号
等
留
帳
」（
北
島
俊
朗
『
戸
室
石
引
き
道
調
査
報
告
書
』
金
沢
市
、
一
九
九

六
年
）。

（
38
）『
加
賀
藩
史
料
』
二
（『
三
壺
聞
書
』）。

（
39
）
拙
稿
「
加
賀
藩
改
作
仕
法
の
基
礎
的
研
究
（
慶
安
編
）」（
石
川
県
立
金
沢
錦
丘
高
等
学
校

『
紀
要
』
二
二
号
、
一
九
九
四
年
）。

（
40
）『
加
賀
藩
史
料
』
三
。

（
41
）『
加
賀
藩
史
料
』
三
。

（
42
）『
加
賀
藩
史
料
』
三
。

（
43
）
元
和
以
来
利
常
政
権
を
支
え
た
本
多
政
重
・
横
山
長
知
に
代
わ
り
、
慶
安
期
に
津
田
玄
蕃
正

忠
・
前
田
出
雲
貞
里
・
長
連
頼
・
奥
村
栄
政
・
横
山
忠
次
・
葛
巻
昌
俊
の
六
人
衆
が
登
場
す

る
（
前
掲
注
（
39
）
拙
稿
）。

（
44
）「
国
事
雑
抄
」（『
加
賀
藩
史
料
』
三
）。
な
お
同
書
は
五
月
朔
日
付
の
地
震
に
よ
る
石
垣
普
請

願
絵
図
の
書
付
を
慶
安
三
年
提
出
の
も
の
と
し
て
掲
げ
る
が
、
松
平
加
賀
守
が
差
出
人
で
あ

る
の
で
、
こ
れ
を
慶
安
三
年
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
加
賀
藩
主
で
最
初
に
加
賀
守
に
叙

爵
さ
れ
た
の
は
綱
紀
で
承
応
三
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
書
付
は
寛

文
二
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
慶
安
三
年
に
置
く
べ
き
で
は
な
い
。

（
45
）
原
昭
午
『
加
賀
藩
に
み
る
幕
藩
制
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七

〇
年
）、『
拾
纂
名
言
記
』
な
ど
利
常
夜
話
集
。

（
46
）
森
田
盛
昌
著
『
自
他
群
書
』
巻
一
（
石
川
県
図
書
館
協
会
、
一
九
三
七
年
刊
）。
幕
府
目
付

の
石
川
貴
成
は
二
〇
〇
〇
石
の
旗
本
で
寛
永
一
五
年
以
後
、
高
取
城
・
二
本
松
城
・
若
松

城
・
掛
川
城
等
の
請
け
渡
し
の
上
使
と
し
て
、
あ
る
い
は
因
幡
国
や
萩
城
に
下
向
し
金
沢
城

と
同
じ
監
国
の
任
に
あ
た
っ
た
。
内
藤
正
俊
は
三
〇
〇
〇
石
の
旗
本
で
あ
る
が
、
金
沢
城
で

の
監
国
が
最
初
の
公
務
で
あ
っ
た
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』）、
な
お
『
自
他
群
書
』
や
『
越

登
賀
三
州
志
』
に
よ
れ
ば
、
新
丸
に
幕
府
御
目
付
が
入
っ
た
こ
と
と
津
田
正
忠
の
死
去
が
契

機
と
な
り
、
津
田
玄
蕃
邸
は
新
丸
か
ら
尾
坂
門
前
に
移
転
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ

り
城
内
に
居
住
す
る
家
臣
は
全
く
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
47
）『
加
賀
藩
史
料
』
三
。

（
48
）『
加
賀
藩
史
料
』
三
。

（
49
）
前
掲
『
戸
室
石
引
き
道
』。
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年
に
完
成
し
た
が
明
治
三
八
年
改
訂
さ
れ
た
。
典
拠
文
献
が
示
さ
れ
る
の
で
後
学
の
者
に
便

宜
を
与
え
て
く
れ
る
。

（
５
）『
稿
本
金
沢
市
史
』（
市
街
編
）、
日
置
謙
『
加
能
郷
土
辞
彙
』
・
『
石
川
県
史
』
や
森
栄
松

『
金
沢
城
』（
北
国
出
版
社
、
一
九
六
〇
年
）
な
ど
。

（
６
）
藤
井
譲
治
「
大
名
城
郭
普
請
許
可
制
に
つ
い
て
」（『
人
文
学
報
』
六
六
号
、
一
九
九
〇
年
、

『
幕
藩
領
主
の
権
力
構
造
』
岩
波
書
店
二
〇
〇
二
年
に
再
録
）。
白
峰
旬
「
江
戸
時
代
初
期
に

お
け
る
幕
府
の
城
郭
統
制
」（『
日
本
近
世
城
郭
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
一
九
九
八
年
）
も
慶

長
期
の
幕
府
に
よ
る
居
城
普
請
統
制
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
、
論
旨
は
藤
井
譲
治
説
と
矛
盾

し
な
い
。

（
７
）
藤
井
前
掲
論
文
、
白
峰
前
掲
『
日
本
近
世
城
郭
史
の
研
究
』
第
二
編
三
章
表
５
（
一
八
九
・

二
八
二
頁
）。

（
８
）『
加
賀
藩
史
料
』
二
。

（
９
）
興
津
内
記
は
利
常
夫
人
天
徳
院
（
秀
忠
の
五
女
珠
）
に
付
け
ら
れ
た
家
老
で
、
江
戸
か
ら
派

遣
さ
れ
城
内
新
の
丸
に
屋
敷
を
持
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
（『
越
登
賀
三
州
志
』）、『
三
壷
聞
書
』

は
三
の
丸
と
記
す
。
山
崎
美
濃
は
庄
兵
衛
長
鏡
で
あ
り
山
崎
長
門
長
徳
の
養
子
で
長
徳
致
仕

後
二
千
石
を
得
た
が
、
寛
永
一
六
年
の
分
藩
後
大
聖
寺
藩
士
と
な
り
家
老
役
に
つ
く
。
横
山

大
膳
は
長
知
の
嗣
子
康
玄
で
あ
る
が
、
有
沢
永
貞
図
で
は
父
山
城
（
長
知
）
の
屋
敷
の
み
記

す
の
で
矛
盾
が
あ
る
。

（
10
）
美
和
信
夫
「
江
戸
幕
府
初
期
老
中
就
任
者
に
関
す
る
考
察
」（『
日
本
近
世
史
論
集
』
上
巻
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
ほ
か
。

（
11
）
白
峰
前
掲
書
二
八
四
頁
、
白
峰
旬
「
城
郭
修
補
申
請
方
式
の
変
遷
に
つ
い
て
」（『
姫
路
市
立

城
郭
研
究
年
報
』
９
、
一
九
九
九
年
。

（
12
）
矢
守
一
彦
編
『
城
郭
図
譜
主
図
合
結
記
』（
名
著
出
版
、
一
九
七
四
年
）
解
説
編
。

（
13
）「
有
沢
永
貞
と
『
諸
国
居
城
之
図
』
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（
横
田
健
一
先
生
還
暦
記
念
『
日
本

史
論
叢
』、
一
九
七
六
年
）

（
14
）
濱
岡
伸
也
「
二
系
統
の
『
慶
長
金
沢
城
図
』
に
つ
い
て
」（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
『
研
究

紀
要
』
八
号
、
一
九
九
五
年
）。

（
15
）『
金
沢
市
史
』
資
料
編
18
（
絵
図
地
図
）（
一
九
九
九
年
）
解
題
「
四
、
金
沢
城
図
」。

（
16
）
滝
川
重
徳
「
金
沢
城
跡
（
五
十
間
長
屋
調
査
区
）
調
査
略
報
」（『
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
情
報
』

３
号
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
17
）
三
浦
ゆ
か
り
「
金
沢
城
跡
い
も
り
堀
発
掘
調
査
調
査
略
報
」（『
石
川
県
埋
蔵
文
化
財
情
報
』

２
号
、
一
九
九
九
年
）。

（
18
）『
加
賀
藩
史
料
』
一
（
天
正
一
一
年
四
月
二
一
日
条
）、
前
掲
『
三
壺
聞
書
』『
越
登
賀
三
州

志
』（
来
因
概
覧
）
な
ど
。
註
（
９
）
参
照
。

（
19
）「
慶
長
金
沢
御
城
古
図
」（
森
田
文
庫
、
石
川
県
立
図
書
館
蔵
）
に
書
か
れ
た
考
証
文
。

（
20
）
前
掲
『
城
郭
図
譜
主
図
合
結
記
』
解
説
編
。
矢
守
氏
が
C
類
と
さ
れ
た
中
に
は
不
適
切
な
も

の
も
含
ま
れ
、
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

（
21
）「
主
図
合
結
記
」「
扶
桑
城
図
」「
本
朝
城
図
記
」（
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
）。

（
22
）
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
。

（
23
）
国
立
公
文
書
館
蔵
、
本
図
は
「
日
本
分
国
絵
図
」
二
二
七
枚
の
中
の
一
枚
。

（
24
）「
諸
国
諸
城
主
記
跋
同
図
集
凡
例
並
目
録
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
蔵
津
田
文
庫
）。

（
25
）「
加
賀
国
金
沢
之
図
」（
加
越
能
文
庫
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
蔵)

、
本
書
の
「
金
沢
城
全

域
絵
図
目
録
」
参
照
。

（
26
）
元
和
七
年
霜
月
「
長
谷
山
御
材
木
人
足
日
用
銀
目
録
」、「
元
和
七
年
御
材
木
人
足
日
用
銀
目

録
」(

砺
波
市
教
育
委
員
会
『
金
子
文
書
』
一
九
七
六
年)

。

（
27
）
元
和
七
年
五
月
二
四
日
付
本
多
政
重
・
横
山
長
知
連
署
奉
書
（『
加
賀
藩
史
料
』
二
）。

（
28
）『
三
壺
聞
書
』（『
加
賀
藩
史
料
』
二
）。

（
29
）『
三
壺
聞
書
』（『
加
賀
藩
史
料
』
二
）。

（
30
）『
徳
川
実
紀
』
五
月
二
九
日
条
（『
加
賀
藩
史
料
』
二
）。

（
31
）
藤
井
譲
治
『
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
〇
年
）。

（
32
）
奉
書
に
み
え
る
「
北
へ
明
き
候
門
」
を
裏
口
門
と
解
し
た
が
、
土
橋
門
と
見
る
べ
き
余
地
も

あ
り
、
今
後
の
発
掘
調
査
な
ど
の
成
果
も
待
ち
た
い
。

（
33
）
拙
稿
「
郡
役
と
村
の
日
用
」（『
北
陸
社
会
の
歴
史
的
展
開
』
能
登
印
刷
出
版
部
、
一
九
九
二

年
）。
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公
布
し
藩
職
制
の
骨
格
を
制
定
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
（
47
）。
つ
ま
り
、
万
治
二
年

か
ら
三
年
の
重
要
法
令
は
幕
府
御
目
付
の
監
視
あ
る
い
は
後
見
の
も
と
で
行
わ
れ
た
の

で
あ
り
、
幕
府
権
威
を
バ
ッ
ク
に
老
練
な
利
常
政
権
か
ら
青
年
藩
主
綱
紀
へ
の
移
行
が

計
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
幕
府
御
目
付
の
背
後
に
保
科
正
之
の
存
在
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
こ
の
点
は
別
に
論
じ
た
い
。

寛
文
二
年
の
一
六
箇
所
の
普
請
箇
所
は
上
掲
模
写
図
（
図
２
）
に
示
し
た
と
お
り
、

（
い
）
か
ら
（
た
）
ま
で
一
六
カ
所
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
に
書
き
込
ま
れ
た
文
字

は
表
２
に
掲
げ
た
。
こ
の
後
、
寛
文
七
年
と
寛
文
一
一
年
に
も
二
の
丸
・
三
の
丸
の
石

垣
修
理
の
普
請
願
絵
図
が
提
出
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
控
図
が
尊
経
閣
文
庫
に
残
っ
て

い
る
。
普
請
許
可
の
奉
書
は
後
掲
の
「
資
料
紹
介
」（
紹
介
（21）
・
（25）
）
で
翻
刻
し
、
そ
の

四
カ
所
の
普
請
内
容
は
表
２
に
合
わ
せ
て
示
し
た
。

寛
文
二
年
・
七
年
・
一
一
年
、
三
回
に
わ
た
る
石
垣
普
請
で
合
わ
せ
て
二
〇
カ
所
の

石
垣
普
請
が
な
さ
れ
た
。
寛
文
二
年
の
修
理
箇
所
は
あ
ま
り
に
多
か
っ
た
の
で
、
寛
文

七
年
に
至
る
も
な
お
完
了
で
き
ず
、
七
年
の
願
書
で
継
続
実
施
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、

万
治
三
年
五
月
二
三
日
に
戸
室
山
等
石
材
切
り
出
し
賃
銀
に
関
す
る
規
定
が
発
布
さ
れ

（
48
）、
そ
の
頃
、
戸
室
山
麓
の
中
山
村
に
御
用
石
を
四
千
個
集
め
た
と
い
わ
れ
る（
49
）
が
、

お
そ
ら
く
寛
文
元
年
の
石
垣
普
請
願
に
連
動
し
た
も
の
で
あ
る
。
石
垣
普
請
の
許
可
が

出
た
ら
す
ぐ
に
石
垣
築
造
が
で
き
る
よ
う
数
年
前
か
ら
、
石
材
の
切
り
出
し
・
集
積
・

搬
送
を
始
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
許
可
が
出
て
か
ら
石
材
を
用
意
し
た
の
で
は
、

速
や
か
な
修
築
は
で
き
な
い
。

万
治
元
年
の
江
戸
城
天
主
台
石
垣
普
請
を
綱
紀
が
担
当
し
、
各
地
の
穴
生
衆
を
招
い

て
遂
行
し
た
こ
と
は
、
本
書
の
北
垣
論
文
に
詳
し
い
が
、
そ
こ
で
得
た
石
垣
構
築
技
術

が
寛
文
期
の
金
沢
城
石
垣
普
請
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。
金
沢
城
の
各
所

に
寛
文
石
垣
の
遺
存
例
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
検
証
は
今
後
の
調
査
の
課
題
と
な
ろ
う
。

そ
の
際
、
寛
文
期
の
石
垣
普
請
願
の
絵
図
は
年
紀
が
明
確
な
う
え
普
請
箇
所
が
絵
図
上

に
明
示
さ
れ
る
の
で
、
石
垣
調
査
や
埋
蔵
文
化
財
調
査
の
重
要
な
参
考
資
料
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
絵
図
・
文
献
資
料
を
学
際
的
に
活
用
し
て
ゆ
け
ば
、
寛
文
期
修
築
の
石
垣
の

特
徴
は
よ
り
詳
細
に
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

各
節
で
ま
と
め
を
し
た
の
で
、
あ
え
て
繰
り
返
さ
な
い
が
、
元
和
七
年
の
本
丸
拡
張

を
主
と
す
る
修
築
は
従
来
以
上
に
評
価
す
べ
き
大
事
業
で
あ
り
、「
主
図
合
結
記
」
系

初
期
金
沢
城
図
は
慶
長
期
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
元
和
期
の
縄
張
を
描
い
た
可
能
性
が
高

い
こ
と
、
寛
永
八
年
火
災
後
の
修
築
は
政
治
的
危
機
の
発
生
と
家
光
の
専
制
支
配
で
頓

挫
し
た
き
ら
い
が
あ
り
、
寛
永
一
六
年
の
利
常
隠
居
後
の
金
沢
城
の
修
築
管
理
は
十
分

で
な
く
、
破
損
石
垣
な
ど
が
放
置
さ
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
が
、
寛
文
元
年
の
綱
紀
入
城

後
、
急
ピ
ッ
チ
で
修
築
が
進
ん
だ
こ
と
を
、
と
り
あ
え
ず
指
摘
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

な
お
本
論
作
成
に
あ
た
り
、
冨
田
和
気
夫
・
滝
川
重
徳
両
室
員
よ
り
多
く
の
助
言
や

意
見
を
受
け
た
こ
と
を
最
後
に
明
記
し
て
お
き
た
い
。

【
註
】

（
１
）
石
川
県
図
書
館
協
会
（
一
九
三
一
年
刊
、
一
九
七
二
年
復
刻
）。
日
置
謙
の
解
題
に
よ
れ
ば

元
禄
年
中
に
宰
領
足
軽
で
あ
っ
た
山
田
四
郎
右
衛
門
が
編
纂
し
、
ゆ
か
り
の
あ
っ
た
原
田
家

に
写
本
が
伝
わ
っ
た
ら
し
い
。
良
質
の
情
報
が
多
い
の
で
書
物
集
め
に
熱
心
な
綱
紀
の
目
に

も
留
ま
っ
た
と
い
い
、
こ
の
種
の
聞
書
類
の
な
か
で
は
比
較
的
信
頼
の
お
け
る
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
石
川
県
図
書
館
協
会
（
一
九
三
三
年
刊
、
一
九
七
三
年
復
刻
）。
原
書
は
寛
政
一
三
年
に
脱

稿
し
た
が
、
そ
の
後
何
度
か
改
訂
が
加
え
ら
れ
た
。

（
３
）
石
川
県
図
書
館
協
会
（
一
九
三
七
年
刊
、
一
九
七
三
年
復
刻
）。
後
藤
彦
三
郎(

宝
暦
五
年
〜

文
政
一
一
年)

は
加
賀
藩
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
穴
生
方
職
人
（
一
〇
〇
石
取
）
で
金
沢
城
の
石

垣
構
築
技
術
に
精
通
し
、
そ
の
技
術
を
体
系
的
に
著
述
す
る
一
方
、
家
職
の
秘
伝
化
を
行
っ

た
。『
金
城
深
秘
録
』
は
彦
三
郎
の
代
表
作
で
、
石
垣
・
建
造
物
を
実
際
に
観
察
し
た
目
で

旧
記
や
『
三
州
志
』
な
ど
を
参
照
し
、
宝
暦
大
火
以
前
の
金
沢
城
の
構
造
や
各
部
の
来
歴
を

考
証
し
た
。
石
垣
構
築
の
技
術
者
の
立
場
か
ら
の
実
際
的
な
指
摘
も
あ
る
が
、
彼
独
自
の
築

城
思
想
に
流
さ
れ
た
と
こ
ろ
や
典
拠
を
示
さ
な
い
記
述
は
難
点
と
い
え
る
。

（
４
）
金
沢
文
化
協
会
（
一
九
三
三
年
刊
、
歴
史
図
書
社
一
九
七
〇
年
再
刊
）。
原
本
は
明
治
二
四

－64 －
（
一
四
）



－65 －
（
一
三
）



－66 －
（
一
二
）

図２　寛文２年「加州金沢城絵図」（248号、金沢大学附属図書館蔵絵図をもとに作成）



っ
た
堀
六
箇
所
の
浚
渫
に
つ
い
て
絵
図
を
添
え
て
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
元
通
り

普
請
す
る
よ
う
許
さ
れ
た
（
44
）。
こ
の
奉
書
は
利
常
の
働
き
掛
け
で
発
給
さ
れ
た
も
の
だ

が
、
宛
所
は
前
田
犬
千
代
（
綱
紀
）
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
前
に
も
み
た
万
治
四
年
正
月
の
石
垣
普
請
願
（
紹
介
（14）
）
に
よ
れ
ば
、
承
応

二
年
八
月
七
日
の
風
雨
で
大
松
二
本
が
根
こ
そ
ぎ
落
下
し
、
本
丸
西
の
高
さ
一
〇
間
の

石
垣
が
上
部
幅
七
間
、
基
底
部
幅
九
間
に
わ
た
り
崩
れ
た
。
原
因
は
本
丸
か
ら
西
側
は

段
々
地
形
が
低
く
な
っ
て
い
る
た
め
年
々
水
が
た
ま
っ
て
石
垣
が
緩
ん
だ
た
め
と
上
申

し
て
い
る
。
ま
た
、
年
次
は
不
明
だ
が
利
常
隠
居
後
の
事
柄
と
し
て
、
玉
泉
院
丸
で
土

蔵
を
作
っ
た
と
き
、
そ
の
際
の
「
地
か
ち
」
の
地
響
き
で
玉
泉
院
丸
北
面
石
垣
が
長
さ

一
六
間
、
高
さ
四
間
に
わ
た
り
崩
壊
し
た
。
原
因
は
も
と
も
と
地
盤
が
ゆ
る
く
石
垣
が

緩
ん
で
い
た
と
こ
ろ
に
地
な
ら
し
の
地
響
き
が
あ
っ
た
か
ら
と
説
明
す
る
。
こ
の
ほ
か
、

三
の
丸
南
門
脇
の
石
垣
が
幅
二
間
余
に
わ
た
り
下
が
り
「
石
口
ひ
ら
き
ゆ
か
み
」、
修

築
が
必
要
な
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
三
箇
所
の
石
垣
修
築
願
は
、
前
述
の
寛
永
八
〜

九
年
の
築
造
延
期
や
築
造
直
後
破
損
し
た
石
垣
三
箇
所
と
と
も
に
、
利
常
死
後
三
年
た

っ
た
万
治
四
年
（
寛
文
元
年
）
に
な
っ
て
よ
う
や
く
申
請
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま

で
は
放
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
寛
文
元
年
に
な
っ
て
「
金
沢
城
石
垣
損
所
御
伺
之

絵
図
」
や
寛
永
八
年
奉
書
を
添
え
て
あ
え
て
申
請
し
た
の
は
（
紹
介
（15）
）、
同
年
七
月

の
綱
紀
の
金
沢
入
城
に
備
え
た
処
置
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
普
請
願
は
、
こ

れ
を
受
理
し
た
老
中
松
平
信
綱
の
死
去
に
よ
り
裁
可
に
至
ら
な
か
っ
た
（
紹
介
（15）
）。

み
て
き
た
よ
う
に
、
寛
永
一
六
年
の
利
常
隠
居
後
の
金
沢
城
は
、
藩
主
の
居
住
期
間

が
著
し
く
短
く
、
留
守
を
預
か
る
年
寄
衆
は
二
の
丸
で
政
務
を
行
っ
た
が
、
小
松
城
の

利
常
の
意
向
を
憚
り
、
石
垣
破
損
が
あ
っ
て
も
十
分
な
修
築
が
で
き
ず
、
破
損
箇
所
が

あ
ち
こ
ち
に
放
置
さ
れ
て
い
た
。
史
料
で
確
認
さ
れ
た
放
置
箇
所
は
六
箇
所
あ
り
、
光

高
の
居
城
普
請
・
作
事
に
対
す
る
消
極
的
態
度
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
以
外
に
手
入
れ
を

要
す
る
箇
所
が
多
数
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

四
、
寛
文
期
の
石
垣
普
請
（
結
び
に
か
え
て
）

寛
永
一
六
年
以
後
の
金
沢
城
の
修
築
・
管
理
は
、
城
代
に
と
っ
て
思
う
に
任
せ
な
い

状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
き
た
が
、
寛
文
元
年
七
月
に
初
め
て
金
沢
城
に
入
っ
た
青

年
藩
主
綱
紀
（
一
九
歳
）
は
、
崩
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
た
城
内
の
石
垣
を
み
て
一
刻
も
早

い
修
復
を
思
っ
た
に
違
い
な
い
。
寛
文
元
年
の
石
垣
普
請
願
は
裁
可
に
至
ら
な
か
っ
た

の
で
、
寛
文
二
年
五
月
朔
日
の
地
震
で
本
丸
南
面
石
垣
な
ど
一
〇
カ
所
が
新
た
に
破
損

し
た
の
を
好
機
と
み
て
、
寛
文
二
年
六
月
二
六
日
、
絵
図
を
添
え
て
再
度
普
請
許
可
を

求
め
た
（
紹
介
（16）
）。
そ
の
際
提
出
さ
れ
た
石
垣
普
請
願
絵
図
の
控
図
が
尊
経
閣
文
庫

に
残
っ
て
い
る
が
、
普
請
箇
所
は
寛
文
元
年
に
申
請
し
た
六
カ
所
と
地
震
に
よ
る
破
損

箇
所
一
〇
カ
所
合
わ
せ
て
一
六
カ
所
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
の
三
日
後
の
二
九
日
、
一
六
カ

所
の
石
垣
普
請
を
許
可
し
た
幕
府
老
中
連
署
奉
書
が
下
付
さ
れ
た
（
紹
介
（17）
）。
同
時

に
小
松
城
の
石
垣
一
二
カ
所
に
つ
い
て
も
普
請
願
を
出
し
、
同
じ
二
九
日
に
許
可
さ
れ

て
い
る
（
紹
介
（18）
・
（19）
）。

金
沢
城
・
小
松
城
合
わ
せ
て
二
八
ヶ
所
も
の
石
垣
修
築
が
わ
ず
か
三
日
間
で
一
挙
に

許
可
さ
れ
た
の
は
、
特
別
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
時
幕
政
を
補
佐
し
て
い
た
前
将
軍
家

光
の
異
母
弟
保
科
正
之
が
、
綱
紀
の
舅
と
し
て
青
年
藩
主
を
後
見
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
は
利
常
が
自
分
の
死
後
の
こ
と
を
考
え
て
仕
組
ん
だ
こ
と
で
あ
っ
た
が
（
45
）、

そ
の
こ
と
で
幕
府
の
監
視
の
目
は
一
層
つ
よ
く
藩
内
に
届
く
こ
と
に
な
っ
た
。
と
く
に

利
常
死
後
数
年
間
は
そ
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
万
治
元
年
閏
一
二
月
一
八
日
、
利
常
が
亡
く
な
っ
た
直
後
で
あ
る
が
、

幕
府
よ
り
領
国
の
御
目
付
と
し
て
石
川
弥
左
衛
門
貴
成
・
内
藤
新
五
郎
正
俊
の
両
名
を

金
沢
に
派
遣
す
る
と
い
う
幕
府
年
寄
中
の
命
令
が
金
沢
の
年
寄
衆
に
下
さ
れ
、
こ
の
二

名
の
幕
府
御
目
付
は
金
沢
城
新
丸
に
あ
っ
た
前
田
美
濃
（
利
常
の
五
男
利
明
で
万
治
三
年
大

聖
寺
二
代
藩
主
と
な
る
）
邸
と
津
田
玄
蕃
（
正
忠
）
邸
に
入
り
、
翌
年
七
月
一
一
日
ま
で
金

沢
城
に
い
て
、
利
常
死
後
の
領
国
統
治
に
異
変
が
起
き
な
い
か
監
視
し
た（
46
）。
そ
の
間
、

金
沢
城
の
年
寄
衆
と
江
戸
詰
の
年
寄
衆
は
連
携
し
て
政
務
を
滞
り
な
く
す
す
め
た
。
と

く
に
万
治
二
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
、
諸
奉
行
の
職
掌
規
定
を
今
枝
民
部
（
近
義
）・
奥

村
因
幡
（
庸
礼
）
・
前
田
対
馬
（
孝
貞
）
・
津
田
玄
蕃
の
四
年
寄
連
署
の
法
度
に
よ
っ
て
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た
い
。

利
常
隠
居
後
の
加
賀
藩
は
四
つ
に
分
割
さ
れ
、
隠
居
利
常
が
三
人
の
子
弟
の
領
地
支

配
に
ま
で
関
与
し
独
裁
性
を
つ
よ
め
た
。
こ
の
時
期
の
藩
権
力
は
小
松
城
と
金
沢
城
に

表
向
き
は
分
か
れ
た
が
、
金
沢
城
主
と
な
っ
た
四
代
藩
主
光
高
が
金
沢
城
に
い
た
期
間

は
、
寛
永
一
六
年
閏
一
一
月
か
ら
一
七
年
三
月
二
五
日
の
六
ヶ
月
と
、
寛
永
二
〇
年
七

月
か
ら
一
〇
月
ま
で
の
四
ヶ
月
の
わ
ず
か
一
〇
ヶ
月
間
に
過
ぎ
ず
、
大
半
は
江
戸
藩
邸

に
い
て
将
軍
家
光
の
寵
愛
を
受
け
た
。

だ
か
ら
、
金
沢
城
に
い
た
年
寄
衆
は
、
小
松
城
の
利
常
と
江
戸
の
光
高
の
両
方
か
ら

指
示
を
受
け
た
も
の
の
、
実
態
は
隠
居
利
常
の
意
志
が
何
事
に
も
優
先
さ
れ
た
の
で
、

こ
れ
に
従
っ
た
。
光
高
も
利
常
の
意
向
に
逆
ら
う
こ
と
な
く
行
動
し
て
お
り
、
金
沢
城

の
有
力
家
臣
は
小
松
城
の
年
頭
礼
に
出
席
し
た
ほ
か
、
年
寄
衆
も
交
代
で
小
松
へ
出

向
い
た
（
39
）。

こ
の
よ
う
な
政
治
的
環
境
の
も
と
、
寛
永
一
七
年
か
ら
は
小
松
城
普
請
に
関
す
る
古

文
書
や
記
録
が
み
え
る
が
、
金
沢
城
の
修
築
記
事
は
少
な
い
。
光
高
時
代
の
代
表
的
な

普
請
・
作
事
は
城
内
北
の
丸
へ
の
東
照
宮
勧
請
で
、
御
宮
（
東
照
宮
）
は
寛
永
二
〇
年
に

完
成
し
た
（
40
）。
光
高
は
、
そ
の
勧
請
儀
式
の
た
め
二
回
目
の
帰
国
を
果
た
し
た
と
い
っ

て
よ
い
く
ら
い
素
早
く
江
戸
に
戻
る
が
、
江
戸
出
立
直
前
の
一
〇
月
、
金
沢
城
代
（
城

番
）
に
任
命
し
た
前
田
貞
里
と
奥
村
易
英
に
城
代
の
心
得
を
告
諭
し
た
。
そ
の
中
で
、

年
寄
衆
の
合
議
や
政
務
は
二
の
丸
で
行
い
、
本
丸
へ
は
他
の
年
寄
中
（
老
中
と
表
現
す
る
）

を
入
れ
る
な
と
指
示
し
、「
当
城
は
北
の
丸
・
御
局
屋
敷
大
事
の
所
な
り
」
と
城
内
東

照
宮
の
管
理
に
も
意
を
用
い
た
。
さ
ら
に
、
国
の
仕
置
は
筆
頭
年
寄
本
多
・
横
山
に
申

し
付
け
、
御
城
は
両
名
の
城
代
に
預
け
た
か
ら
に
は
「
城
中
の
儀
に
お
い
て
は
両
人
の

ほ
か
老
中
へ
も
構
わ
せ
申
す
ま
じ
」
と
諭
し
た
（
41
）。
し
か
し
、
一
方
で
小
松
様
（
利
常
）

の
意
向
を
何
よ
り
も
尊
重
せ
よ
と
言
い
添
え
て
い
る
の
で
一
貫
性
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
弱
体
な
藩
主
の
も
と
で
苦
労
し
た
金
沢
城
代
が
前
田
貞
里
で
あ
る
。
奥

村
易
英
は
城
代
就
任
直
後
に
死
去
し
た
の
で
、
貞
里
一
人
で
城
中
管
理
に
腐
心
し
た
。

そ
の
様
子
は
正
保
元
年
四
月
〜
五
月
の
光
高
と
の
往
復
文
書
（
42
）
か
ら
明
瞭
に
読
み
取

れ
る
。

正
保
元
年
四
月
二
六
日
、
貞
里
は
江
戸
に
い
る
光
高
側
近
二
名
に
、
三
月
一
日
よ
り

山
森
吉
兵
衛
を
奉
行
と
し
金
沢
城
「
辰
巳
之
方
崩
石
垣
」
の
普
請
を
行
っ
た
が
、
御
薬

蔵
の
下
に
た
ま
っ
た
水
と
堤
（
百
間
堀
か
）
か
ら
上
が
る
水
の
た
め
は
か
ど
ら
ず
、
よ
う

や
く
堀
際
に
盛
り
土
し
て
水
を
止
め
石
垣
普
請
が
大
半
終
わ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
た
。

そ
の
上
で
、
御
薬
蔵
が
湿
っ
た
こ
と
も
分
か
っ
た
の
で
、
そ
の
追
加
の
普
請
を
行
う
べ

き
か
否
か
問
い
合
わ
せ
た
。
ま
た
「
は
た
ま
た
方
々
の
御
普
請
所
多
く
御
座
候
い
て
役

人
不
足
に
つ
き
」
本
多
政
重
に
相
談
し
、
雇
い
人
足
を
申
し
付
け
た
と
伝
え
た
が
、
五

月
七
日
付
け
の
返
書
で
光
高
は
、
そ
の
方
ら
三
人
で
然
る
べ
く
取
り
計
ら
え
。
崩
れ
石

垣
普
請
も
西
尾
・
山
森
両
奉
行
と
相
談
し
良
き
よ
う
に
せ
よ
。
こ
ち
ら
に
問
い
合
わ
せ

て
い
る
う
ち
に
崩
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
仕
事
が
は
か
ど
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
肝
心

だ
。
薬
蔵
の
こ
と
は
脇
に
お
け
ば
よ
い
。
強
き
石
垣
を
作
る
こ
と
に
専
念
せ
よ
。
な
お
、

問
い
合
わ
せ
る
と
き
は
、
も
っ
と
詳
し
い
絵
図
と
書
付
を
送
れ
。
今
度
送
ら
れ
て
き
た

絵
図
は
簡
略
す
ぎ
て
合
点
が
行
か
ぬ
、
と
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
の
態
度
で
応
対
し
て
い
る
。

こ
の
文
面
よ
り
藩
主
光
高
の
金
沢
城
管
理
に
対
す
る
関
心
の
薄
さ
が
看
取
で
き
、
城
の

補
修
が
十
分
行
き
届
か
な
か
っ
た
事
情
が
窺
え
る
。

そ
の
光
高
が
正
保
二
年
に
江
戸
で
急
死
す
る
が
、
そ
れ
と
前
後
し
て
、
元
和
以
来
利

常
政
権
の
中
枢
に
あ
っ
た
本
多
政
重
・
横
山
長
知
両
年
寄
が
相
次
い
で
亡
く
な
り
、
藩

の
年
寄
衆
も
世
代
交
代
を
迎
え
た
（
43
）。
幼
年
の
五
代
藩
主
綱
紀
は
寛
文
元
年
ま
で
江
戸

に
お
り
、
そ
の
後
見
人
と
な
っ
た
祖
父
利
常
は
小
松
城
に
い
て
、
従
来
に
増
し
て
金
沢

城
の
年
寄
衆
を
使
い
、
藩
領
お
よ
び
隠
居
領
統
治
の
采
配
を
振
る
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

政
治
環
境
の
も
と
、
慶
安
〜
明
暦
期
に
改
作
仕
法
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
成
就
し
た
万
治

元
年
、
利
常
は
小
松
で
死
去
し
た
。

隠
居
利
常
の
も
と
で
金
沢
城
が
管
理
さ
れ
た
の
は
、
正
保
二
年
か
ら
万
治
元
年
ま
で

の
一
四
年
間
に
お
よ
び
、
そ
の
間
、
六
〜
一
〇
人
程
度
の
年
寄
衆
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
分

野
ご
と
に
政
務
を
統
括
し
た
。
慶
安
三
年
一
〇
月
三
日
付
の
幕
府
老
中
連
署
奉
書
（
表

１
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
年
の
「
大
風
雨
洪
水
」
で
崩
れ
た
石
垣
三
箇
所
の
修
築
と
埋
ま

－68 －
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員
し
八
・
九
年
に
か
け
造
営
を
終
わ
っ
た
と
い
い
、
東
本
願
寺
の
金
沢
末
寺
建
立
用
に

宮
腰
に
集
め
て
あ
っ
た
材
木
が
利
常
に
献
上
さ
れ
た
と
伝
え
る
。
ま
た
能
登
鳳
至
郡
の

十
村
上
梶
家
文
書
に
よ
れ
ば
、
金
沢
城
作
事
用
材
を
津
軽
・
秋
田
か
ら
調
達
し
、
そ
の

運
賃
を
領
内
浦
肝
煎
に
割
付
し
た
し
、
鳳
至
・
珠
洲
両
郡
か
ら
の
べ
一
万
五
千
人
の
人

足
を
金
沢
城
普
請
の
た
め
動
員
し
、
そ
の
日
用
銀
（
一
日
一
人
一
匁
六
分
か
ら
二
匁
）

を
郡
全
体
で
負
担
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
寛
永
八
年
の
七
月
か
ら
十
一
月
ま
で
約
百
五

十
日
間
の
動
員
で
あ
れ
ば
、
百
名
ほ
ど
が
金
沢
城
に
動
員
さ
れ
た
計
算
に
な
る
。
こ
う

し
た
人
足
賃
や
材
木
運
賃
、
大
石
運
賃
な
ど
が
蔵
入
地
に
さ
れ
た
能
登
奥
郡
の
百
姓
の

家
や
石
高
に
賦
課
さ
れ
た
が
、
寛
永
八
年
の
負
担
額
は
臨
時
の
金
沢
城
普
請
関
係
費
用

の
た
め
例
年
の
三
〜
四
倍
に
な
っ
た
（
33
）
。
越
中
の
山
々
か
ら
伐
り
出
し
た
城
作
事
用

「
御
木
具
板
」
が
村
の
人
足
を
動
員
し
て
運
送
さ
れ
た
記
録
（
34
）
も
多
数
あ
る
の
で
、
越

中
の
山
々
か
ら
も
相
当
の
材
木
が
調
達
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
普
請
・
作
事
お
よ
び
そ
の
直
後
に
実
施
し
た
大
坂
陣
戦
功
者
へ
の
追

加
の
論
功
行
賞
に
幕
府
の
嫌
疑
が
か
か
り
、
幕
府
年
寄
衆
の
詰
問
を
受
け
前
田
家
の
改

易
が
噂
さ
れ
た
（
35
）。
い
わ
ゆ
る
「
寛
永
の
危
機
」
で
あ
る
。
利
常
父
子
は
一
一
月
、
急

ぎ
江
戸
に
参
勤
し
、
以
後
寛
永
一
一
年
ま
で
江
戸
に
滞
在
し
た
。
江
戸
に
参
上
し
縷
々

弁
明
し
た
と
き
秀
忠
は
重
篤
な
状
態
に
あ
り
、
寛
永
九
年
一
月
二
四
日
逝
去
し
た
。
そ

の
後
、
本
丸
と
西
丸
に
二
元
化
し
て
い
た
将
軍
権
力
は
家
光
の
も
と
へ
一
本
化
さ
れ
て

い
く
が
、
そ
の
政
権
変
動
に
と
も
な
う
政
治
不
安
を
予
見
し
、
有
力
大
名
を
江
戸
に
召

還
し
統
御
す
る
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
加
賀
藩
の
「
寛
永
の
危
機
」
が
演
出
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
家
光
は
一
本
化
さ
れ
た
将
軍
権
力
の
威
力
を
諸
大
名
に
誇

示
す
る
必
要
が
あ
り
、
寛
永
九
年
五
月
加
藤
忠
広
の
改
易
、
一
〇
月
に
は
弟
忠
長
の
領

地
没
収
と
高
崎
へ
の
逼
塞
を
断
行
す
る
。
加
藤
改
易
の
命
は
江
戸
城
に
呼
ば
れ
た
利
常

お
よ
び
伊
達
・
島
津
・
上
杉
・
佐
竹
の
有
力
外
様
大
名
に
告
げ
ら
れ
、「
御
代
始
め
の

ご
法
度
」
と
し
て
権
威
を
示
し
、
有
力
大
名
の
結
集
を
は
か
っ
た
（
36
）。

こ
の
よ
う
に
幕
藩
関
係
が
緊
張
状
態
に
あ
る
中
で
始
ま
っ
た
金
沢
城
二
の
丸
・
三
の

丸
の
普
請
・
作
事
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
程
度
ま
で
工
事
が
進
め
ら
れ
た
か
は
慎
重
に
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。
寛
永
九
年
八
月
、
戸
室
石
切
丁
場
に
多
数
の
人
足
が
動
員
さ
れ

て
い
た
た
め
戸
室
山
周
辺
の
村
々
に
禁
制
が
出
さ
れ
た
が
（
37
）、
そ
の
前
後
ま
で
石
垣
普

請
が
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
ま
で
に
二
の
丸
御
殿
は
い
ち
お
う

完
成
し
た
が
、
寛
永
一
一
年
八
月
の
玉
泉
院
丸
庭
園
造
営
の
あ
と
、
利
常
は
二
の
丸
御

殿
の
建
て
直
し
を
行
い
「
古
今
無
双
の
御
屋
形
」
が
現
出
し
た
と
い
う
記
録
（
38
）
も
あ

る
。
し
か
し
、
石
垣
普
請
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
事
実
も
確
認
さ
れ
る
。

万
治
四
年
正
月
に
幕
府
老
中
松
平
信
綱
に
差
し
出
し
た
石
垣
普
請
願
絵
図
の
書
付

（
紹
介
（14）
）
に
よ
れ
ば
、
寛
永
八
年
九
月
の
奉
書
で
許
可
さ
れ
た
「
二
の
丸
北
土
橋
門

脇
右
の
方
石
垣
」
が
、
寛
永
九
年
春
の
大
風
で
長
さ
八
間
、
高
さ
二
間
に
わ
た
り
塀
と

と
も
に
崩
れ
た
。
原
因
は
使
用
石
材
が
小
石
で
あ
り
ひ
か
え
が
短
か
か
っ
た
た
め
と
し

た
あ
と
、「
そ
れ
以
後
は
申
し
上
げ
ず
、
そ
の
ま
ま
に
て
差
し
置
き
申
し
候
」
と
記
す
。

ま
た
「
土
橋
門
脇
左
横
」
の
石
垣
（
横
幅
六
尺
、
長
さ
四
間
二
尺
、
高
さ
二
間
、
折
廻

し
長
さ
二
四
間
、
堀
底
か
ら
の
高
さ
七
間
三
尺
）
も
、
寛
永
八
年
の
奉
書
で
構
築
さ
れ

た
が
、
小
石
ゆ
え
に
崩
れ
た
が
そ
の
ま
ま
差
し
置
い
た
と
上
申
し
、
同
じ
土
橋
門
の

「
土
留
め
石
垣
」
に
つ
い
て
も
、
寛
永
八
年
に
許
可
さ
れ
た
が
、
石
を
集
め
置
い
た
も

の
の
「
あ
な
た
こ
な
た
相
延
び
、
い
ま
に
普
請
申
し
付
け
ず
候
」
と
「
築
さ
し
」
に
な

っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
寛
永
八
年
の
奉
書
で
許
可
さ
れ
た
石
垣
普
請
箇
所
の
う
ち

少
な
く
と
も
三
カ
所
は
、
築
造
延
期
も
し
く
は
築
造
直
後
の
崩
壊
の
補
修
す
ら
で
き
な

い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
か
ら
、
寛
永
大
火
後
の
普
請
・
作
事
は
主
に
二
の
丸
と
そ
の
周
辺
で
行
わ
れ
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
土
橋
門
周
辺
の
石
垣
普
請
は
、
大
御
所
秀
忠
死
後
の
政
権
基
盤

の
動
揺
に
備
え
た
将
軍
家
光
の
大
名
統
制
強
化
に
よ
っ
て
、
抑
制
さ
れ
た
よ
う
に
み
え

る
。
し
た
が
っ
て
、
寛
永
大
火
後
の
金
沢
城
造
営
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
は
慎
重
に

し
た
い
。
逆
に
、
こ
れ
ま
で
注
目
度
の
低
か
っ
た
元
和
七
年
の
本
丸
拡
幅
や
作
事
を
も

っ
と
評
価
す
る
必
要
を
感
ず
る
。

つ
ぎ
に
、
寛
永
一
六
年
七
月
幕
府
よ
り
隠
居
を
許
さ
れ
た
利
常
は
、
隠
居
領
二
四
万

石
を
も
っ
て
小
松
城
に
移
っ
た
が
、
そ
れ
以
後
の
金
沢
城
の
修
築
状
況
に
つ
い
て
ふ
れ

－69 －
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が
下
付
さ
れ
た
（
30
）
が
、
同
じ
頃
利
常
か
ら
城
再
建
の
普
請
・
作
事
願
を
幕
府
に
申
請

し
た
の
で
、
六
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
幕
府
年
寄
衆
か
ら
利
常
に
下
付
さ
れ
た
普
請
許

可
奉
書
お
よ
び
添
状
が
四
点
残
っ
て
い
る
（
表
１
）。
こ
れ
ら
幕
府
年
寄
の
奉
書
に
よ
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
普
請
・
作
事
を
行
っ
た
の
か
見
て
お
き
た
い
。

ま
ず
寛
永
八
年
六
月
六
日
の
幕
府
年
寄
連
署
奉
書
は
、
永
井
尚
政
・
酒
井
忠
勝
・
土

井
利
勝
・
酒
井
忠
世
の
四
人
が
中
納
言
利
常
に
宛
て
た
も
の
で
「
今
度
御
居
城
火
事
に

よ
り
二
三
の
丸
ひ
と
つ
に
な
さ
れ
、
御
作
事
こ
れ
あ
る
べ
き
に
つ
い
て
、
芳
春
院
丸
西

の
堀
、
お
掘
り
な
さ
れ
た
き
の
旨
仰
せ
上
げ
ら
れ
候
、
絵
図
の
ご
と
く
披
露
を
遂
げ
候

の
と
こ
ろ
、
早
々
に
申
し
付
け
ら
る
べ
き
の
旨
上
意
に
候
間
、
そ
の
意
を
得
さ
せ
ら
る

べ
く
候
」（
紹
介
（５）
）
と
記
す
。
こ
の
奉
書
は
藤
井
譲
治
氏
の
い
う
「
本
丸
西
丸
年
寄

連
署
奉
書
」
で
あ
り
、
大
名
統
制
な
ど
幕
府
の
重
要
政
務
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
御
所
秀
忠
付
の
西
丸
年
寄
筆
頭
土
井
利
勝
と
将
軍
家
光
付
の
本

丸
筆
頭
年
寄
酒
井
忠
世
と
の
間
で
処
理
の
基
本
方
針
を
摺
り
合
わ
せ
、
し
か
る
の
ち
大

御
所
・
将
軍
双
方
の
合
意
さ
れ
た
意
向
を
「
上
意
」
と
し
て
、
西
丸
年
寄
利
勝
・
尚
政

お
よ
び
本
丸
年
寄
酒
井
忠
世
・
忠
勝
の
四
人
連
署
で
大
名
に
対
し
下
達
し
た
の
が
、
こ

の
様
式
の
奉
書
の
も
つ
意
味
で
あ
っ
た
（
31
）。
し
か
し
、
寛
永
八
年
に
入
っ
て
秀
忠
の
病

状
は
悪
化
し
て
お
り
、
家
光
の
政
治
的
立
場
が
強
ま
っ
て
い
た
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
奉
書
か
ら
寛
永
大
火
を
契
機
に
、
利
常
は

①
二
の
丸
と
三
の
丸
を
ひ
と
つ
に
す
る
普
請

②
こ
れ
に
伴
う
作
事
（
二
の
丸
御
殿
造
営
）

③
二
の
丸
作
事
に
伴
う
芳
春
院
丸
西
の
堀
の
掘
削

の
三
ヶ
所
の
普
請
・
作
事
を
絵
図
を
添
付
し
申
請
し
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
二
の
丸

と
三
の
丸
を
ひ
と
つ
に
す
る
土
木
工
事
の
実
態
は
、
五
十
間
長
屋
下
石
垣
の
発
掘
調
査

で
判
明
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
現
在
の
二
の
丸
と
三
の
丸
を
区
切
る
石
垣
・
堀
の
ラ
イ

ン
（
図
１
）
は
、
寛
永
年
間
の
造
成
に
な
る
と
い
う
事
実
に
符
合
し
、
寛
永
大
火
前
の

二
の
丸
は
現
状
よ
り
狭
い
郭
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
二
・
三
の
丸
を
ひ
と
つ
に
」
と
は

二
の
丸
を
三
の
丸
側
に
拡
張
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
従
来
の
三
の
丸
を
二
の
丸
に
取
り

込
む
と
い
う
意
味
に
解
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
関
連
し
た
「
御
作
事
」
と
は
、
拡
幅
さ
れ
た

二
の
丸
に
お
い
て
御
殿
を
造
営
し
た
こ
と
を
示
す
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で

あ
る
が
、
本
丸
に
あ
っ
た
藩
主
御
殿
が
焼
失
し
た
の
で
、
二
の
丸
に
藩
主
御
殿
が
再
建

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

芳
春
院
丸
の
西
堀
掘
削
も
二
の
丸
の
拡
幅
工
事
の
一
環
と
み
ら
れ
る
。
二
の
丸
の
東

側
は
五
十
間
長
屋
（
菱
櫓
・
橋
爪
門
）
下
の
堀
で
区
切
り
、
西
側
は
芳
春
院
丸
西
堀
で

区
切
っ
た
の
で
あ
る
（
図
１
）。

こ
の
奉
書
下
付
後
に
送
ら
れ
た
幕
府
年
寄
連
署
書
状
（
紹
介
（６）
）
に
よ
れ
ば
、
利
常

は
普
請
許
可
奉
書
を
得
た
の
ち
直
ち
に
礼
状
を
幕
府
四
年
寄
に
出
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
あ
と
九
月
に
再
び
幕
府
か
ら
奉
書
が
下
付
さ
れ
て
い
る
が
、
再
度
の
普
請
願

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
加
賀
藩
史
料
』
は
こ
の
奉
書
を
載
せ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の

事
実
は
見
逃
さ
れ
て
い
る
。

寛
永
八
年
九
月
朔
日
の
再
度
の
奉
書
も
本
丸
西
丸
年
寄
連
署
奉
書
の
形
態
を
と
り
、

「
今
度
御
作
事
こ
れ
有
ら
れ
候
と
こ
ろ
、
土
留
め
の
石
垣
、
芳
春
院
丸
と
の
間
の
石
垣
、

北
へ
明
き
候
門
脇
石
垣
等
の
事
、
絵
図
の
ご
と
く
披
露
遂
げ
候
と
こ
ろ
、
普
請
申
し
付

け
ら
る
べ
き
の
旨
、
御
意
に
候
」（
紹
介
（８）
）
と
石
垣
普
請
に
つ
い
て
許
可
し
て
い
る
。

二
の
丸
御
殿
の
作
事
を
す
す
め
る
過
程
で
、
さ
ら
に
普
請
箇
所
が
増
え
た
の
で
、
利
常

か
ら
追
加
の
普
請
申
請
が
あ
っ
た
こ
と
に
応
え
た
も
の
で
、
二
の
丸
拡
幅
と
御
殿
造
営

に
伴
い
、
新
た
に
土
留
め
石
垣
、
芳
春
院
丸
と
の
間
の
石
垣
、
裏
口
門
脇
の
石
垣
（
32
）

な
ど
が
造
営
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
在
観
察
で
き
る
裏
口
門
脇
の
石
垣
は
、
冨

田
・
滝
川
両
室
員
の
教
示
に
よ
れ
ば
、
寛
永
期
の
特
徴
を
も
つ
切
石
積
み
石
垣
な
の
で

奉
書
の
記
述
と
符
合
す
る
。
た
だ
土
留
め
石
垣
と
芳
春
院
丸
境
の
石
垣
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
石
垣
調
査
や
発
掘
調
査
の
結
果
を
ま
ち
た
い
。
二
の
丸
の
西
端
に
位
置
す
る
芳

春
院
丸
の
位
置
特
定
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

こ
の
奉
書
を
受
け
取
っ
た
利
常
は
、
上
記
四
年
寄
に
使
者
を
立
て
礼
状
を
送
っ
た
が
、

前
回
同
様
、
念
の
入
っ
た
対
応
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
紹
介
（9）
）。

二
の
丸
御
殿
作
事
に
関
し
て
は
、『
三
壺
聞
書
』
が
北
国
七
か
国
の
大
工
ど
も
を
動

－70 －
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図１　金沢城二の丸・三の丸区分図［『金沢城跡』（石川県教委1993）付図に加筆］
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類
は
、
元
和
七
年
の
本
丸
普
請
以
前
も
し
く
は
以
後
を
描
い
た
金
沢
城
図
を
参
考
に
し

た
絵
図
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
と
く
に
本
丸
部
分
に
文
字
記
載
が
集
中
し

て
い
る
点
か
ら
す
る
と
、
元
和
七
年
の
本
丸
拡
張
普
請
に
伴
う
調
進
絵
図
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
。
な
お
、
元
和
七
年
図
も
寛
永
八
年
図
も
、
延
宝
五
年
の
調
査
時
点
で
江
戸

藩
邸
に
も
金
沢
城
内
に
も
残
存
せ
ず
（
紹
介
（1）
（4）
（7）
）
、
今
日
ま
で
そ
の
写
本
は
藩
内

に
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
最
初
に
紹
介
し
た
元
和
七
年
の
幕
府
年
寄
連
署
奉
書
か
ら
判
明
し
た
事
実
、

つ
ま
り
西
北
の
丸
を
本
丸
に
繰
り
込
ん
だ
こ
と
と
、「
主
図
合
結
記
」
Ａ
類
に
お
い
て

本
丸
を
「
本
丸
」「
奥
方
」
に
分
け
て
記
述
す
る
こ
と
の
間
に
何
か
関
連
が
あ
る
と
み

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。『
三
壺
聞
書
』
は
、
本
丸
御
殿
の
出
火
場
所
を
「
本
丸
奥
方
」

と
記
述
し
た
が
、
こ
れ
を
御
殿
空
間
の
な
か
の
「
奥
」
と
解
す
る
よ
り
も
、「
主
図
合

結
記
」
Ａ
類
に
示
さ
れ
た
「
奥
方
」
の
こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
と
す
れ

ば
、
元
和
七
年
に
拡
張
し
た
「
西
北
の
丸
」
は
ど
こ
か
。「
主
図
合
結
記
」
Ａ
類
に
書

か
れ
た
方
位
か
ら
す
る
と
、
西
北
は
奥
方
に
北
接
す
る
東
西
に
長
い
帯
郭
あ
た
り
と
想

定
で
き
る
が
、「
奥
方
」
も
「
西
北
の
丸
」
の
一
部
と
し
て
本
丸
に
組
み
込
ま
れ
た
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
奥
方
は
、
そ
れ
ま
で
藩
主
父
子
の
御
屋
敷
の
あ
っ
た
御
殿
空

間
で
あ
り
、
そ
こ
が
焼
失
し
た
の
で
東
側
に
あ
っ
た
本
丸
と
同
じ
高
さ
に
盛
り
土
し
、

本
丸
を
拡
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
後
の
本
丸
発

掘
調
査
の
成
果
を
ま
っ
て
、
述
べ
た
よ
う
な
推
論
の
検
証
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
元
和
七
年
に
本
丸
御
殿
の
新
築
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
越
中
五
箇
山
か
ら
切
り

出
し
た
城
作
事
用
材
木
輸
送
の
人
足
賃
銀
の
算
用
記
録
か
ら
も
具
体
的
に
わ
か
る
（
26
）。

こ
の
本
丸
御
殿
作
事
の
奉
行
は
、
辻
助
左
衛
門
・
松
江
次
郎
兵
衛
が
勤
め
、
領
国
内
は

も
ち
ろ
ん
上
方
か
ら
も
細
工
人
ど
も
を
集
め
、
雪
の
う
ち
か
ら
工
事
に
か
か
り
、
正
月

下
旬
に
は
家
が
立
ち
、
春
三
月
の
う
ち
に
障
子
・
襖
の
絵
様
ま
で
仕
上
が
り
、
四
月
上

旬
に
は
藩
主
父
子
が
入
居
し
た
と
『
三
壺
聞
書
』
は
伝
え
る
。
こ
れ
を
元
和
七
年
の
こ

と
と
み
る
な
ら
、
利
常
は
幕
府
の
普
請
許
可
を
待
た
ず
先
に
御
殿
再
建
を
始
め
た
こ
と

に
な
り
矛
盾
が
大
き
い
。
普
請
許
可
の
奉
書
を
得
た
元
和
七
年
二
月
以
後
、
本
丸
拡
張

の
土
木
工
事
に
着
手
し
、
同
年
五
月
に
地
鎮
祭
執
行
を
命
じ
た
藩
年
寄
連
署
奉
書
（
27
）

が
あ
る
の
で
、
本
丸
拡
張
普
請
は
地
鎮
祭
を
行
っ
た
五
月
以
後
に
本
格
化
し
た
と
み
る

べ
き
で
、
作
事
板
の
運
送
記
録
は
七
月
以
後
だ
か
ら
八
年
正
月
に
家
立
、
八
年
四
月
に

入
居
と
解
し
て
お
き
た
い
。

以
上
に
よ
り
「
主
図
合
結
記
」
Ａ
類
の
初
期
金
沢
城
図
は
、
元
和
七
年
の
本
丸
拡
張

工
事
以
前
も
し
く
は
そ
の
直
後
の
姿
を
、
全
面
的
と
は
い
え
な
い
が
あ
る
程
度
と
ど
め

て
い
る
絵
図
で
あ
る
と
推
定
で
き
た
が
、
謎
を
残
す
部
分
も
多
く
、
今
後
と
も
同
系
統

の
諸
写
本
の
収
集
・
比
較
、
金
沢
城
内
に
邸
宅
を
構
え
た
家
臣
団
の
分
析
な
ど
が
必
要

で
、
城
内
の
石
垣
観
察
調
査
や
発
掘
調
査
の
成
果
と
あ
わ
せ
総
合
的
に
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

三
、
寛
永
八
年
大
火
後
の
修
築
と
利
常
隠
居
後
の
金
沢
城

寛
永
八
年
四
月
一
四
日
、
金
沢
城
下
法
船
寺
の
門
前
町
で
出
火
、
ま
た
た
く
間
に
本

丸
辰
巳
櫓
に
類
焼
し
、
本
丸
と
江
戸
町
を
焼
き
田
井
口
へ
と
焼
き
通
し
た
（
28
）。
こ
の
火

災
後
す
ぐ
、
幕
府
へ
城
普
請
と
作
事
に
つ
い
て
届
出
を
行
い
、
幕
府
の
許
可
を
得
て
大

火
後
の
造
営
に
取
り
掛
か
っ
た
。
こ
れ
が
寛
永
大
火
後
の
造
営
で
周
知
の
事
実
で
あ
る

が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
普
請
・
作
事
が
な
さ
れ
た
の
か
、
な
お
十
分
に
解
明
さ
れ
た

と
い
え
な
い
。
前
述
の
と
お
り
近
年
の
二
の
丸
五
十
間
長
屋
下
石
垣
等
の
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
新
事
実
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
、
寛
永
大
火
後
の
造
営

事
業
を
、
寛
永
一
六
年
の
利
常
の
小
松
隠
居
ま
で
の
時
期
と
、
そ
れ
以
後
、
寛
文
元
年

に
五
代
藩
主
綱
紀
（
承
応
三
年
に
犬
千
代
か
ら
綱
利
に
改
名
し
た
の
ち
綱
紀
と
改
名
す
る
の
は
貞

享
元
年
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
綱
紀
に
統
一
し
た
）
が
初
め
て
金
沢
城
に
入
る
ま
で
の
時
期
に

分
け
て
検
討
し
た
い
。

ま
ず
寛
永
八
〜
一
六
年
の
普
請
・
作
事
に
つ
い
て
み
よ
う
。

寛
永
大
火
で
、
本
丸
に
あ
っ
た
藩
主
御
殿
も
本
丸
の
三
階
櫓
は
じ
め
と
す
る
諸
櫓
等

す
べ
て
灰
燼
に
帰
し
た
と
推
定
し
て
よ
か
ろ
う
（
29
）。
将
軍
家
光
か
ら
火
災
慰
問
の
書
状

－72 －
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六
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初
期
金
沢
城
図
の
も
う
一
系
統
は
、「
主
図
合
結
記
」
所
載
の
「
加
賀
国
金
沢
図
」

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
慶
長
期
の
姿
を
描
い
た
と
言
い
切
れ
な
い
。
元
和
以
前
の
古

い
も
り

・

・

・

堀
が
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
部
分
的
に
初
期
金
沢
城
に
つ

な
が
る
要
素
も
あ
る
の
で
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

矢
守
氏
は
三
八
点
に
お
よ
ぶ
「
主
図
合
結
記
」
の
諸
写
本
を
調
査
し
Ａ
類
・
Ｂ
類
・

Ｃ
類
の
三
系
統
に
分
類
し
た
が
、
有
沢
永
貞
の
「
諸
国
居
城
之
図
」
系
統
は
Ｃ
類
に
分

類
し
て
い
る
。
有
沢
自
身
「
主
図
合
結
記
」
を
延
宝
年
中
、
江
戸
の
書
肆
に
お
い
て
入

手
し
、
こ
れ
に
刺
激
さ
れ
そ
の
改
訂
を
試
み
、「
諸
国
居
城
之
図
」
完
成
に
至
っ
た
か

ら
で
あ
る
。「
諸
国
居
城
之
図
」
に
は
「
主
図
合
結
記
」
の
城
図
が
そ
の
ま
ま
採
ら
れ

た
も
の
も
あ
り
、
作
成
動
機
か
ら
み
て
「
主
図
合
結
記
」
の
変
種
と
み
て
Ｃ
類
と
区
分

さ
れ
た
が
、
検
討
の
余
地
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。「
主
図
合
結
記
」
は
Ａ
類
・
Ｂ
類
の

二
系
統
の
み
と
し
、
Ｃ
類
の
有
沢
永
貞
「
諸
国
居
城
之
図
」
系
統
は
、
作
者
が
明
ら
か

で
作
成
過
程
も
わ
か
る
貴
重
な
全
国
城
郭
図
集
で
あ
る
ゆ
え
、「
主
図
合
結
記
」
と
は

別
の
本
と
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
20
）。

さ
て
、「
主
図
合
結
記
」
Ａ
類
城
絵
図
の
成
立
は
、
矢
守
氏
に
よ
っ
て
正
保
〜
寛
文

年
間
と
さ
れ
て
お
り
、
有
沢
永
貞
が
江
戸
の
本
屋
か
ら
入
手
し
た
延
宝
年
間
に
は
、
か

な
り
広
く
流
布
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
有
沢
の
よ
う
な
兵
学
者
に
よ
っ
て

改
訂
版
が
数
多
く
作
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
南
葵
文
庫
本
・
内
閣
文
庫
本

と
も
に
「
主
図
合
結
記
」
Ａ
類
の
よ
う
な
絵
図
集
（
冊
子
）
の
体
裁
を
と
っ
て
い
な
い

が
、「
主
図
合
結
記
」
を
も
と
に
文
字
情
報
を
追
加
し
た
絵
図
と
み
ら
れ
る
。

「
主
図
合
結
記
」
Ａ
類
の
初
期
金
沢
城
図
に
書
か
れ
た
文
字
情
報
は
、
蓬
左
文
庫
本

（
写
真
１
）
の
ご
と
く
「
本
丸
、
東
西
六
十
間
、
南
北
五
十
間
」「
奥
方
東
西
七
十
間
」

と
蓮
池
堀
の
長
さ
を
記
す
程
度
で
、
写
本
に
よ
っ
て
は
「
本
丸
」「
奥
方
」
の
み
の
も

の
も
あ
る
（
21
）
。
こ
れ
に
た
い
し
南
葵
文
庫
の
「
加
州
金
沢
城
之
図
」（
22
）（
写
真
２
）
や

内
閣
文
庫
の
「
加
州
金
沢
城
図
」（
23
）
は
、
城
内
居
住
家
臣
一
六
名
の
ほ
か
本
丸
以
外

の
石
垣
の
高
さ
や
堀
幅
ま
で
詳
細
に
記
す
が
、
こ
う
し
た
城
郭
防
御
に
と
っ
て
生
命
線

と
い
う
べ
き
情
報
が
江
戸
初
期
に
外
部
に
流
れ
る
こ
と
は
あ
る
の
か
疑
問
に
思
う
。
泰

平
の
世
に
な
っ
て
か
ら
の
考
証
に
よ
っ
て
追
記
さ
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。「
主
図
合
結
記
」
Ａ
類
が
原
型
に
近
い
の
で
、
こ
れ
を
一
七
世
紀
中
葉
の
作
、
文

字
情
報
の
豊
富
な
南
葵
文
庫
本
・
内
閣
文
庫
本
は
、
有
沢
慶
長
図
以
後
、
つ
ま
り
元
禄

以
後
の
成
立
と
見
て
お
き
た
い
。

つ
ぎ
に
「
主
図
合
結
記
」
Ａ
類
に
お
い
て
、
本
丸
部
分
の
み
に
文
字
記
載
が
あ
る
こ

と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
推
論
を
述
べ
る
な
ら
「
主
図
合
結
記
」
Ａ
類
の

初
期
金
沢
城
図
は
、
寛
永
大
火
以
前
に
前
田
家
か
ら
幕
府
に
差
し
出
し
た
普
請
願
添
付

図
を
参
考
に
描
か
れ
た
も
の
と
い
え
な
い
か
。
そ
の
根
拠
は
、「
主
図
合
結
記
」
Ａ
類

は
江
戸
で
作
成
さ
れ
江
戸
を
中
心
に
全
国
的
に
流
布
し
た
城
絵
図
集
で
あ
り
、
金
沢
で

ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
こ
の
絵
図
は
加
賀
藩
内
で
な
く
江
戸

を
中
心
に
藩
領
外
で
流
布
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
、
幕
府
に
提
出
し
た
城
絵
図

情
報
が
「
主
図
合
結
記
」
の
情
報
源
で
あ
っ
た
ゆ
え
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
諸
国
居
城
之
図
」
の
凡
例
で
有
沢
永
貞
が
「
世
上
流
布
ス
ル
ノ
城
図
、
或
ハ
城
中
破

壊
ノ
時
修
復
願
ノ
為
ニ
江
府
奉
行
所
ニ
達
ス
ル
ノ
図
ヲ
写
シ
、
或
ハ
其
城
下
ヨ
リ
来
ル

牢
士
等
知
ル
所
ヲ
以
テ
空
ニ
作
リ
」（
24
）
と
記
す
よ
う
に
、
兵
学
者
た
ち
が
幕
府
提
出
図

の
写
本
を
入
手
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。「
主
図
合
結
記
」
に
、
正
保
国
絵
図
と

と
も
に
幕
府
が
諸
大
名
か
ら
徴
収
し
た
正
保
城
絵
図
と
近
似
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
の

も
、
幕
府
所
蔵
の
正
保
図
情
報
が
漏
れ
て
い
た
証
拠
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
金
沢
城
の

正
保
四
年
御
城
絵
図
（
紹
介
（11）
）
は
、
基
本
的
に
寛
文
八
年
幕
府
調
進
図
（
25
）
と
同
じ
縄

張
と
見
ら
れ
る
の
で
、
元
和
七
年
な
い
し
は
寛
永
八
年
に
調
進
し
た
金
沢
城
図
が
参
考

に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
江
戸
幕
府
が
保
管
す
る
元
和
七
年
の
本
丸
拡
張
願
に
添
え
た
金
沢
城

図
も
し
く
は
寛
永
八
年
の
修
築
願
に
付
け
ら
れ
た
絵
図
を
閲
覧
し
た
者
を
通
し
て
「
主

図
合
結
記
」
系
金
沢
城
図
が
描
か
れ
た
と
推
論
す
る
の
は
、
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
と
い

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
元
和
七
年
図
に
は
元
和
六
年
の
本
丸
火
災
ま
で
の
姿
と
拡
張
予
定

地
が
描
か
れ
、
寛
永
八
年
図
な
ら
ば
元
和
七
年
の
本
丸
拡
張
後
の
姿
と
二
の
丸
拡
張
普

請
の
予
定
地
が
示
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
主
図
合
結
記
」
Ａ
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写真１　蓬左文庫本初期金沢城図（「主図合結記」中の一枚、名古屋市博物館蓬左文庫蔵）

写真２　南葵文庫本初期金沢城図（「加賀国金沢之城図」東京大学総合図書館蔵）



「
金
沢
御
城
内
、
今
度
御
普
請
成
さ
れ
た
き
に
つ
き
森
権
太
（
祐
知
）

夫
差
し
越
さ
せ
ら
れ
候
、

上
聞
に
達
し
候
の
と
こ
ろ
、
御
使
者
権
太
夫
、
御
前
に
召
し
出
さ
れ
、
御
普
請
の
様
子

仰
せ
付
け
ら
れ
候
、
そ
れ
に
就
き
、
御
定
の
趣
、
酒
井
雅
楽
頭
・
安
藤
対
馬
守
・
我
等

連
署
を
も
っ
て
申
し
入
れ
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
普
請
許
可
は
将
軍
直
々
に
な
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
江
戸
詰
の
藩
士
森
祐
知
が
藩
主
使
者
と
し
て
江
戸
城
に
上
が
り
、

普
請
願
を
口
頭
で
上
申
し
、
こ
れ
に
た
い
し
将
軍
か
ら
直
接
普
請
許
可
が
伝
達
さ
れ
た

の
ち
、
年
寄
連
署
奉
書
が
下
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
手
続
き
は
簡
潔
で
あ
り
対
応
も

素
早
い
。
元
和
武
家
諸
法
度
に
も
と
づ
き
、
寛
永
一
二
年
ま
で
な
さ
れ
た
将
軍
親
裁
の

居
城
普
請
許
可
の
様
子
が
具
体
的
に
わ
か
る
一
例
と
い
え
る
。

ま
た
白
峰
旬
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
金
沢
城
普
請
に
お
け
る
絵
図
調
進
が
、
居
城
普
請

申
請
に
あ
た
り
絵
図
を
添
付
し
た
初
見
事
例
で
あ
る
と
い
う
（
11
）。
し
た
が
っ
て
、
元
和

七
年
の
金
沢
城
絵
図
調
進
が
、
前
田
家
が
居
城
普
請
届
出
に
か
か
わ
っ
て
城
絵
図
を
幕

府
に
提
出
し
た
最
初
で
あ
り
、
こ
れ
以
前
に
幕
府
へ
居
城
に
関
す
る
情
報
を
積
極
的
に

提
供
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
慶
長
期
の
金
沢
城

図
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
情
報
源
は
幕
府
で
は
な
く
、
前
田
家
お
よ
び
藩
士
か
ら

の
内
部
情
報
流
出
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
周
知
の
二
種
類
の
慶
長
期
金
沢
城
図
（
以
下
で
は
「
初
期
金
沢
城
図
」
と
呼
ぶ
）

に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
所
見
を
述
べ
た
い

初
期
金
沢
城
図
に
は
二
種
類
の
伝
写
系
統
が
あ
る
こ
と
は
、
矢
守
一
彦
氏
の
「
主
図

合
結
記
」
の
伝
本
研
究
で
判
明
し
て
お
り
（
12
）、
北
垣
聰
一
郎
氏
は
尊
経
閣
本
「
諸
国
居

城
図
」
と
津
田
文
庫
本
「
諸
国
居
城
之
図
」
を
比
較
し
、
津
田
文
庫
本
の
ほ
う
が
先
に

成
立
し
た
も
の
と
指
摘
し
、
有
沢
永
貞
に
よ
る
「
諸
国
居
城
之
図
」
編
纂
過
程
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
（
13
）。
そ
の
後
、
濱
岡
伸
也
氏
は
「
主
図
合
結
記
」
系
の
東
大
本
慶
長
図

は
慶
長
六
年
か
ら
一
〇
年
頃
、
有
沢
永
貞
の
「
諸
国
居
城
之
図
」
に
載
せ
る
金
沢
城
図

は
慶
長
一
六
年
前
後
の
姿
を
描
く
と
さ
れ
、
二
種
類
の
初
期
金
沢
城
図
の
存
在
を
明
確

に
し
た
が
（
14
）、
の
ち
有
沢
永
貞
の
金
沢
城
図
は
、
慶
長
期
の
絵
図
で
は
な
く
寛
永
大

火
以
後
の
縄
張
り
を
描
く
と
訂
正
し
た
。
た
だ
し
「
主
図
合
結
記
」
系
統
の
東
大
本
慶

長
図
に
つ
い
て
は
、
慶
長
期
の
姿
を
示
す
古
図
で
あ
る
と
み
て
い
る（
15
）。

し
か
し
、
近
年
行
わ
れ
た
金
沢
城
内
の
発
掘
調
査
の
成
果
に
照
ら
す
と
、
二
系
統
の

初
期
金
沢
城
図
は
い
ず
れ
も
、
慶
長
期
の
金
沢
城
を
描
く
と
見
る
に
は
い
く
つ
か
大
き

な
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
有
沢
永
貞
の
描
い
た
「
諸
国
居
城
之
図
」
収
録
の

「
加
州
金
沢
図
」（
い
わ
ゆ
る
有
沢
慶
長
図
）
に
お
い
て
最
も
大
き
な
問
題
点
は
、
二
の
丸

五
十
間
長
屋
下
石
垣
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
現
在
の
二
の
丸
と
三
の
丸
を
区
画
す
る

堀
・
石
垣
ラ
イ
ン
は
寛
永
大
火
後
の
城
郭
普
請
の
さ
い
築
造
さ
れ
、
寛
永
大
火
以
前
の

二
の
丸
地
形
は
大
火
後
と
比
べ
狭
小
で
あ
っ
て
、
寛
永
大
火
後
に
盛
り
土
し
拡
充
さ
れ

た
も
の
と
判
明
し
た
（
16
）
の
に
、
有
沢
慶
長
図
の
縄
張
り
は
寛
永
大
火
以
後
の
プ
ラ
ン

で
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
い
も
り

・

・

・

堀
の
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
た
元

和
以
前
の
古
い
も
り

・

・

・

堀
の
構
造
と
、
寛
永
以
後
藩
末
ま
で
の
新
い
も
り

・

・

・

堀
と
は
大
き
く

違
っ
て
い
る
（
17
）
の
に
、
有
沢
慶
長
図
は
寛
永
以
後
の
い
も
り

・

・

・

堀
ラ
イ
ン
を
描
く
点
も

矛
盾
点
と
い
え
る
。
有
沢
慶
長
図
は
寛
永
大
火
以
後
の
二
の
丸
・
三
の
丸
を
描
き
、
堀

の
ラ
イ
ン
も
元
和
以
後
で
あ
る
以
上
、
こ
の
図
を
慶
長
期
を
描
く
絵
図
と
み
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
、
有
沢
図
で
唯
一
慶
長
期
の
様
相
を
看
取
で
き
る
の
は
、
城
内
に
描

か
れ
た
一
三
名
の
重
臣
屋
敷
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
天
正
一
一
年
柳
瀬
の
役
で
戦
死
し
た

小
塚
藤
右
衛
門
を
載
せ
て
い
た
り
、
当
時
三
の
丸
も
し
く
は
新
丸
に
居
住
し
て
い
た
と

さ
れ
る
興
津
内
記
の
屋
敷
（
18
）
が
描
か
れ
て
い
な
い
な
ど
疑
問
を
多
く
残
す
の
で
、
有

沢
永
貞
が
行
っ
た
城
内
居
住
家
臣
に
関
す
る
考
証
も
見
直
す
必
要
が
で
て
い
る
。
有
沢

図
は
「
元
和
以
往
之
粗
図
歟
」
と
い
う
題
箋
を
付
し
て
い
る
の
で
、
慶
長
期
と
限
定
せ

ず
天
正
か
ら
元
和
ま
で
の
家
臣
団
を
置
い
た
考
証
図
と
み
て
検
証
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ

う
。し

か
し
、
藩
年
寄
奥
村
丹
後
守
家
に
伝
わ
っ
た
有
沢
図
の
写
本
を
写
し
た
湯
浅
祇
庸

や
森
田
良
見
が
、
こ
れ
に
「
慶
長
金
沢
御
城
古
図
」
と
い
う
題
を
与
え
有
力
資
料
と
し

た
の
で
（
19
）、
以
来
こ
の
古
図
は
慶
長
年
間
の
金
沢
城
図
と
み
ら
れ
、
明
治
以
後
近
年
ま

で
初
期
金
沢
城
図
の
代
表
と
し
て
利
用
さ
れ
、
通
説
と
し
て
広
ま
っ
た
が
、
こ
の
通
説

は
も
は
や
通
用
し
な
い
し
、「
京
大
系
慶
長
図
」
と
い
う
呼
称
も
無
用
で
あ
ろ
う
。
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は
『
三
壺
聞
書
』
が
詳
し
く
記
録
し
て
い
る
。
一
一
月
二
四
日
夜
、「
御
城
中
御
奥
方

の
御
次
之
間
」
の
囲
炉
裏
の
残
り
火
が
「
ね
だ
敷
な
ど
」
に
引
火
し
、「
御
本
丸
表
奥

方
の
御
屋
形
の
み
焼
失
し
て
、
類
火
の
屋
形
は
な
か
り
け
り
」
と
記
す
の
で
、
本
丸
の

藩
主
御
屋
敷
の
み
焼
失
し
、
三
階
櫓
は
じ
め
本
丸
櫓
群
は
類
焼
を
免
れ
た
と
み
て
よ
か

ろ
う
。『
三
壺
聞
書
』
の
記
事
で
注
意
し
た
い
の
は
、
出
火
場
所
・
焼
失
箇
所
を
「
御

城
中
御
奥
方
」「
御
本
丸
表
奥
方
」
あ
る
い
は
「
奥
方
よ
り
出
る
火
な
り
」
と
記
し
た

こ
と
や
、
被
災
し
た
利
常
父
子
が
三
の
丸
興
津
内
記
邸
、
北
の
丸
の
山
崎
美
濃
屋
形
、

横
山
大
膳
邸
に
移
動
し
た
記
事
で
（
９
）、
後
で
検
討
す
る
初
期
金
沢
城
図
の
検
討
に
関
連

す
る
。

こ
の
本
丸
火
災
の
直
後
、
利
常
は
幕
府
に
普
請
願
を
提
出
し
た
も
の
と
み
え
、
翌
年

二
月
七
日
に
、
幕
府
年
寄
四
人
連
署
の
金
沢
城
普
請
許
可
奉
書
と
添
状
が
利
常
に
下
さ

れ
た
。
年
寄
連
署
奉
書
に
署
名
し
た
安
藤
重
信
・
土
井
利
勝
・
本
多
正
純
・
酒
井
忠
世

は
、
当
時
「
四
人
之
御
年
寄
衆
」
と
呼
ば
れ
、
将
軍
秀
忠
に
重
用
さ
れ
た
年
寄
で
あ
る
。

こ
の
頃
の
重
要
法
令
や
奉
書
に
こ
の
四
人
が
連
署
す
る
も
の
が
多
い
（
10
）。

こ
の
年
寄
連
署
奉
書
（
紹
介
（２）
）
は
「
金
沢
御
城
本
丸
狭
く
御
座
候
に
つ
き
、
西
北

之
丸
を
御
本
丸
へ
御
取
り
込
み
成
さ
れ
た
く
の
よ
う
に
承
り
候
、
絵
図
を
も
っ
て
披
露

仕
り
候
の
と
こ
ろ
、
一
段
御
尤
に
思
し
召
さ
れ
、
右
の
御
普
請
き
っ
と
仰
せ
付
け
ら
る

べ
き
の
旨
、
御
意
に
候
の
間
、
そ
の
意
を
得
さ
せ
ら
る
べ
く
候
、
恐
々
謹
言
」
と
伝
達

す
る
が
、
こ
こ
か
ら
以
下
の
事
実
を
確
認
で
き
る
。

①
当
時
の
金
沢
城
に
は
本
丸
の
西
北
に
「
西
北
之
丸
」
と
い
う
郭
が
あ
っ
た
。

②
元
和
六
年
本
丸
火
災
以
前
の
金
沢
城
本
丸
は
狭
く
、
こ
の
火
災
を
契
機
に
西
北
之

丸
を
本
丸
に
取
り
込
む
普
請
が
許
可
さ
れ
た
。

③
こ
の
本
丸
拡
張
の
普
請
を
幕
府
に
申
請
す
る
際
に
普
請
箇
所
を
明
示
し
た
絵
図
を

添
付
し
た
。

④
そ
の
絵
図
は
、
延
宝
五
年
に
横
山
外
記
が
調
査
し
た
時
点
に
は
行
方
不
明
に
な
っ

て
い
た
。（
紹
介
（１）
）

こ
の
奉
書
に
添
付
さ
れ
た
土
井
利
勝
・
本
多
正
純
連
署
の
年
寄
書
状
（
紹
介
（３）
）
に
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表１　金沢城普請許可願・奉書等一覧（元和７年～寛文11年）



元
和
〜
寛
文
期
の
金
沢
城
修
築
に
つ
い
て

木
越
　
隆
三

一
、
は
じ
め
に

初
期
金
沢
城
の
造
営
・
修
築
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
古
文
書
が
少
な
い
の
で
、
主

に
山
田
四
郎
右
衛
門
著
『
三
壺
聞
書
』（
１
）
に
代
表
さ
れ
る
伝
聞
的
な
記
録
類
の
ほ
か
、

諸
文
献
に
考
証
を
加
え
た
冨
田
景
周
著
『
越
登
賀
三
州
志
』（
２
）、
後
藤
彦
三
郎
著
『
金

城
深
秘
録
』（
３
）、
森
田
良
見
著
『
金
沢
古
蹟
志
』（
４
）
に
も
と
づ
き
論
じ
ら
れ
、
通
説
が

形
成
さ
れ
た
（
５
）。

本
論
で
は
、
利
用
に
あ
た
り
慎
重
さ
の
求
め
ら
れ
る
軍
記
・
家
譜
類
や
夜
話
集
で
は

な
く
、
同
時
代
に
発
給
さ
れ
た
古
文
書
お
よ
び
年
紀
の
明
確
な
絵
図
を
主
た
る
史
料
と

し
、
元
和
期
か
ら
寛
文
期
に
い
た
る
金
沢
城
の
修
築
過
程
を
論
じ
た
い
。
と
く
に
「
古

よ
り
公
儀
へ
被
上
候
御
城
絵
図
御
国
絵
図
改
申
品
々
之
帳
」（
加
越
能
文
庫
）
は
、
元
和

七
年
か
ら
寛
文
一
一
年
ま
で
の
金
沢
城
普
請
許
可
状
や
普
請
願
が
収
録
さ
れ
本
論
の
随

所
で
活
用
し
た
。
そ
の
資
料
価
値
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
本
書
の
「
資
料
紹
介
」（
二
二

頁
以
下
）
で
翻
刻
し
た
の
で
、
本
論
で
の
引
用
は
書
き
下
し
文
と
し
、「
資
料
紹
介
」
に

示
し
た
番
号
（１）
〜
（27）
で
典
拠
表
示
し
た
。

藤
井
譲
治
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
大
名
城
郭
普
請
に
た
い
す
る
統
制
は
、

慶
長
二
〇
年
の
一
国
一
城
令
と
こ
れ
に
続
く
元
和
武
家
諸
法
度
（
新
規
の
築
城
禁
止
と
居

城
修
補
は
必
ず
将
軍
の
許
可
必
要
）
に
よ
っ
て
始
ま
る
が
、
将
軍
親
裁
に
よ
る
普
請
・
作
事

許
可
制
は
開
始
期
特
有
の
不
統
一
を
と
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
寛
永
一
二

年
の
改
訂
武
家
諸
法
度
に
よ
っ
て
幕
府
年
寄
衆
が
裁
可
権
を
一
部
掌
握
し
将
軍
に
よ
る

統
制
が
強
め
ら
れ
た
結
果
、
城
普
請
許
可
制
度
は
安
定
し
て
く
る
と
し
、
元
和
以
前
に

つ
い
て
は
、
西
国
に
お
け
る
城
郭
普
請
お
よ
び
天
守
普
請
の
盛
行
に
家
康
は
警
戒
は
し

た
が
個
別
的
な
干
渉
に
と
ど
ま
り
、
公
儀
の
法
度
と
な
る
ま
で
に
い
た
ら
な
か
っ
た
と

い
う
（
６
）。
藤
井
氏
の
見
解
に
従
え
ば
、
幕
府
に
服
属
し
た
大
名
が
、
居
城
の
修
築
・
普

請
を
行
う
に
あ
た
り
、
あ
え
て
幕
府
の
許
可
が
必
要
に
な
っ
た
の
は
元
和
の
武
家
諸
法

度
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
幕
府
に
城
普
請
・
修
築
に
関
す
る
願
書
を
出
す
必
要
は

な
か
っ
た
。
藤
井
氏
や
白
峰
旬
氏
に
よ
れ
ば
、
大
名
の
城
郭
普
請
願
に
応
え
た
幕
府
に

よ
る
居
城
普
請
許
可
の
初
見
は
、
元
和
四
年
五
月
一
五
日
の
姫
路
城
主
本
多
忠
政
宛
の

幕
府
年
寄
連
署
奉
書
で
あ
っ
た
（
７
）。

「
古
よ
り
公
儀
江
被
上
候
御
城
絵
図
御
国
絵
図
改
申
品
々
之
帳
」
や
『
国
事
雑
抄
』
等

に
、
加
賀
藩
前
田
領
に
関
す
る
元
和
七
年
以
後
の
、
幕
府
か
ら
の
城
普
請
許
可
奉
書
と

そ
の
関
連
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
表
１
に
ま
と
め
た
。
初
期
金
沢
城
の
修
築
状
況

や
初
期
の
幕
藩
関
係
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
表
１
に
示
し
た
古
文
書
が
、
基
本
史
料

と
し
て
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
加
賀
藩
史
料
』
が
そ
の
多
く
を
載
せ
な
か

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
金
沢
城
研
究
に
お
い
て
十
分
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

本
論
で
は
最
初
に
、
元
和
六
年
の
本
丸
火
災
を
契
機
と
す
る
元
和
七
年
の
本
丸
普
請

と
い
わ
ゆ
る
「
慶
長
金
沢
城
図
」
に
つ
い
て
述
べ
、
つ
ぎ
に
寛
永
八
年
の
火
災
後
の
再

建
と
三
代
藩
主
前
田
利
常
小
松
城
隠
居
後
の
金
沢
城
の
状
況
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
最

後
に
、
寛
文
元
年
に
五
代
藩
主
綱
紀
が
金
沢
城
に
入
っ
た
後
の
寛
文
期
石
垣
修
築
事
業

に
つ
い
て
簡
潔
に
基
本
的
事
実
を
確
認
し
結
び
に
し
た
い
。
と
く
に
寛
文
期
の
石
垣
修

理
に
関
し
て
は
、
幕
府
に
提
出
し
た
絵
図
が
残
っ
て
お
り
、
年
紀
の
明
ら
か
な
最
古
の

金
沢
城
図
と
し
て
重
要
な
の
で
、
今
後
の
活
用
に
む
け
課
題
を
示
し
た
い
。

な
お
、
本
論
は
今
年
度
の
金
沢
城
全
域
絵
図
に
関
す
る
基
礎
的
調
査
お
よ
び
関
連
の

文
献
史
料
調
査
の
成
果
の
一
つ
で
あ
り
、
調
査
の
経
緯
な
ど
は
『
年
報
１
』
に
ゆ
ず
る
。

二
、
元
和
七
年
の
金
沢
城
修
築
と
二
種
類
の
初
期
金
沢
城
図

元
和
六
年
の
金
沢
城
本
丸
火
災
に
つ
い
て
は
、『
三
壺
聞
書
』
な
ど
諸
書
に
記
録
さ

れ
る
が
、
元
和
六
年
一
二
月
一
七
日
の
前
田
利
常
書
状
（
寛
永
四
年
ま
で
は
利
光
だ
が
、
本

論
で
は
利
常
に
統
一
す
る
）
で
「
当
城
不
慮
之
火
事
致
出
来
、
無
是
非
仕
合
御
座
候
」
と

記
す
の
で
（
８
）、
火
災
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
被
災
場
所
や
被
災
状
況
に
つ
い
て

－77 －
（
一
）


